
８
広報いの　4月号

　

納
税
者
の
方
が
、
自
己
の
土

地
・
家
屋
の
評
価
額
を
、
町
内
の

他
の
土
地
・
家
屋
と
比
較
し
、
適

正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間

　

平
成　

年
度
は
４
月
２
日（
月
）

１９

か
ら
５
月
１
日（
火
）ま
で
で
す
。

（
た
だ
し
、
土
、
日
、
祝
日
を
除
く

８
時　

分
〜　

時　

分
）

３０

１７

３０

縦
覧
で
き
る
人

　

納
税
義
務
者
、
納
税
管
理
人
及

び
代
理
権
を
有
す
る
代
理
人

･

※
土
地 
家
屋
は
も
っ
て
い
る
が

固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
て
い

な
い
方
は
、
縦
覧
資
格
が
あ
り

ま
せ
ん
。

縦
覧
場
所

　

税
務
課
、
各
総
合
支
所
住
民
課

記
載
事
項

　

土
地
：
所
在
、
地
番
、
地
目
、

地
積
、
価
格

　

家
屋
：
所
在
、
家
屋
番
号
、
種

類
、
構
造
、
床
面
積
、

価
格

縦
覧
に
必
要
な
も
の

　

納
税
通
知
書
又
は
課
税
明
細

書
。
こ
れ
ら
の
書
類
が
な
い
場
合

は
、
印
鑑
（
法
人
の
場
合
は
会
社

印
又
は
代
表
者
印
）、
運
転
免
許

証
・
保
険
証
な
ど
本
人
を
確
認
で

き
る
も
の
。
な
お
、
代
理
人
の
場

合
は
、
こ
の
ほ
か
に
委
任
状
が
必

要
で
す
。

縦
覧
手
数
料

　

縦
覧
手
数
料
は
無
料
で
す
。

　

閲
覧
は
、
納
税
者
自
身
が
所
有

す
る
自
己
の
固
定
資
産
に
つ
い

て
、
課
税
台
帳
に
記
載
さ
れ
た
事

項
を
確
認
す
る
た
め
の
制
度
で

す
。
納
税
通
知
書
発
送
時
に
同
封

す
る
課
税
明
細
書
に
よ
り
、
自
分

の
資
産
に
対
す
る
課
税
内
容
に
つ

い
て
確
認
で
き
ま
す
が
、
固
定
資

産
課
税
台
帳
の
閲
覧
や
、
固
定
資

産
課
税
台
帳
に
記
載
さ
れ
た
事
項

の
証
明
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
も
、
確
認
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
閲
覧
制
度
に
つ
い
て
は
、借

地
人
・
借
家
人
等
の
賃
借
権
等
を

有
す
る
方
も
対
象
で
す
が
、借
地

人
等
で
あ
る
方
に
つ
い
て
は
そ
の
賃

借
権
等
を
有
す
る
土
地
に
つ
い
て
、

借
家
人
等
で
あ
る
方
に
つ
い
て
は

そ
の
賃
借
権
等
を
有
す
る
家
屋
及

び
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
に
つ
い

て
の
み
、閲
覧
又
は
証
明
の
交
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

期　
　

間

　

随
時
（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く

８
時　

分
〜　

時　

分
）

３０

１７

３０

閲
覧
で
き
る
人

　

納
税
義
務
者
、
納
税
管
理
人
及

び
代
理
権
を
有
す
る
代
理
人
、
借

地
人
・
借
家
人
等

閲
覧
場
所

　

税
務
課
、
各
総
合
支
所
住
民
課

記
載
事
項

　

土
地
：
所
有
者
の
住
所
、氏
名
、

所
在
、
地
番
、
地
目
、

地
積
、
価
格
等

　

家
屋
：
所
有
者
の
住
所
、氏
名
、

所
在
、
家
屋
番
号
、
種

類
、
構
造
、
床
面
積
、

価
格
等

手　
数　
料

　

有
料　

円
（
た
だ
し
、
納
税
義

３００

務
者
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
中

は
無
料
で
す
。）

閲
覧
に
必
要
な
も
の

　

納
税
通
知
書
又
は
課
税
明
細

書
。こ
れ
ら
の
書
類
が
な
い
場
合

は
、印
鑑
、運
転
免
許
証
・
保
険
証

な
ど
本
人
を
確
認
で
き
る
も
の
。

な
お
、代
理
人
の
場
合
は
、こ
の
ほ

か
に
委
任
状
が
必
要
で
す
。

※
な
お
、借
地
人
・
借
家
人
等
に
つ

い
て
は
、別
途
賃
貸
契
約
書
・
領

収
書
等
の
書
類
が
必
要
で
す
。

　　

固
定
資
産
税
（
土
地
・
家
屋
）

に
つ
い
て
、
不
明
な
点
や
ご
相
談

な
ど
が
あ
れ
ば
お
気
軽
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

税
務
課　

固
定
資
産
係

 

� 
８
９
３
―
１
１
１
８

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
課

 

� 
８
６
７
―
２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
課

 

� 
８
６
９
―
２
１
１
２

　

従
来
、
中
央
西
県
税
事
務
所
と

中
央
東
県
税
事
務
所
で
受
け
付
け

て
い
ま
し
た
身
体
障
害
者
等
に
対

す
る
自
動
車
税
の
減
免
申
請
は
、

平
成　

年
度
か
ら
中
央
東
県
税
事

１９

務
所
の
み
で
受
け
付
け
ま
す
。

受
付
期
間

　

４
月
２
日（
月
）〜５

月　

日（
木
）

３１

問
い
合
わ
せ

　

高
知
県
中
央
東
県
税
事
務
所

　
　
　
　

自
動
車
税
グ
ル
ー
プ

　

高
知
市
大
津
乙
１
８
２
０
―
１

 

� 
８
６
６
―
８
５
１
０

お知らせ

固
定
資
産
課
税
台
帳
の

縦
覧
に
つ
い
て

お知らせ

固
定
資
産
課
税
台
帳
の

閲
覧
に
つ
い
て

お知らせ

県
税
事
務
所
か
ら
自
動

車
税
の
減
免
申
請
受
付

場
所
の
変
更
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

　

４
月
２
日
か
ら
次
の
と
お
り
県

庁
及
び
幡
多
福
祉
保
健
所
の
旅
券

窓
口
の
開
設
時
間
を
延
長
し
ま

す
。

　

な
お
、
東
部（
安
芸
）旅
券
窓
口

は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
開
設
時

間
で
す
。

問
い
合
わ
せ

　

高
知
県
国
際
交
流
課
パ
ス
ポ
ー

ト
班 
� 
８
２
３
―
９
６
５
６

　

幡
多
福
祉
保
健
所
旅
券
窓
口　
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０
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―
４
０
５
４

お知らせ

旅
券（
パ
ス
ポ
ー
ト
）窓

口
の
開
設
時
間
の
延
長

に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

変更後現　行

 8：45～17：00 8：45～16：30受付県
庁  8：30～17：15 8：30～17：00交付

月・水・金 9：00～11：30月・水・金 9：00～11：30受付幡
多  13：00～16：30 13：00～16：00交付

変更なし
火 10：00～11：30受付東

部  12：30～15：00交付


